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（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人壱心会（以下「当法人」という。）定款第９条及び 

第２３条の規程に基づき、役員（理事、監事）及び評議員（以下「役員等」とする）等

の報酬を定めることを目的とする。 

 

（従事する業務の内容） 

第２条 報酬は、次に定める法人の業務に従事したときに支給する。 

 （１） 理事長の職務遂行 

（２） 役員等が理事会、評議員会、に出席した場合 

 （３）  監事が当法人の監査業務に従事した場合 

 （４） 役員が理事長の命により会議に出席した場合 

 （５） （１）から（４）まで以外の者が、法人が委嘱した業務に従事した場合 

 

（報酬の額） 

第３条 前条に定める業務に従事した場合の報酬の額は、次に定める額とする。 

（１）理事長の報酬・・・・・・・・・・・・月額 １，２００，０００円 

（２）～（４）の報酬・・・・・・・・・・・１回につき、１５，４７３円 

 （５）評議員選任・解任委員の報酬・・・・・１回につき、１５，４７３円 

 （６）入所判定会議出席者の報酬・・・・・・１回につき、５，５６８円 

 （７）運営推進会出席者の報酬・・・・・・・１回につき、５，５６８円 

 （８）苦情対応第三者委員会出席者の報酬・・１回につき、１５，４７３円 

 

（特例） 

第４条 理事長が前２条によりがたいと認めた場合は、理事長が定めた額を支給する 

ことができる。 

２ 法人職員が理事となった場合、理事会、評議員会等に出席した場合の報酬は支給しな 

い。 

 

（控除額） 

第５条 報酬額は、源泉所得税を控除して支給する。 

 

（旅費） 

第６条 交通費の実費が第３条に定める業務に従事した報酬の額を超える場合は、旅費規程 

に基づき、その実費相当額を支払うことができる。 

２ 前項によりがたいと認めた場合は、社会福祉法人壱心会旅費規程に準じて旅費を支 

給する。 

 



（改定） 

第７条  本規程の改正は、評議員会の議決を経なければならない。 

附 則 

１ この規程は、平成２７年１０月１日から施行する。 

２ この規程は、平成２８年３月２４日から施行する。 

３ この規程は、平成２９年１月１２日から施行する。 

４ この規程は、平成２９年４月１日から適用する。 

５ この規程は、平成３０年１０月１日から適用する。 

６ この規程は、令和元年５月２８日から施行する。 


